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税金等にかかる預金口座振替手続きに際しての押印不要化について 
～秋田県内すべての市町村税のほか、秋田県税も対象に追加～ 

 

 株式会社秋田銀行(頭取 新谷明弘)は、2021年４月１日(木)より、秋田県内すべての市町村の税金

等にかかる預金口座振替依頼書のお手続きについて、お届印の押印を不要とする取扱いを開始してお

りましたが、このたび、秋田県税(個人事業税・自動車税種別割)を対象のお取引に追加いたします。 

 当行では今後ともお客さまの一層の利便性向上に努めてまいります。 

 

記 

１ お取扱いの内容 

対象のお取引 

次の預金口座振替依頼書のお手続き 

○ 秋田県税（個人事業税・自動車税種別割）（追加） 

○ 秋田県内すべての市町村の税金等（2021年４月１日より取扱いを開始しております。） 

秋田市 大館市 男鹿市 潟上市 鹿角市 

北秋田市 仙北市 大仙市 にかほ市 能代市 

湯沢市 由利本荘市 横手市 井川町 羽後町 

小坂町 五城目町 八郎潟町 八峰町 藤里町 

美郷町 三種町 大潟村 上小阿仁村 東成瀬村 

（市町村別五十音順） 

(注) 当行窓口で受付する預金口座振替のお手続きが対象であり、地方公共団体の窓口

や郵送でのお手続きの場合は、お届印の押印が必要となります。 

対象の 

お客さま 

当行発行のキャッシュカード（注）をお持ちの個人のお客さま 

(注)１ 〈あきぎん〉キャッシュカード、〈あきぎん〉ＯｎｌｙＯｎｅキャッシュ    

カード、ＯｎｌｙＯｎｅクレジットカード 

  ２ 代理人カード、家族会員カードは対象外です。 

 

２ お届印の押印不要による手続きのイメージ 

現在のお取扱い 

口座振替 

依頼書記入 

 

＋ 

  お届印 

   

新たに開始する 

お取扱い 

 

口座振替 

依頼書記入 

 

(お届印押印不要) 

＋ 

キャッシュカード 

 

 

 

  

 

＋ 

 

暗証認証 

(暗証番号入力) 

  

（以 上） 

 

 

㊞ 


